
令和６年度「人権教育研究指定校事業」指定校事業報告書 

委託先（ 兵庫県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 
持続可能な共生社会の実現に向けて 

主体的に取り組む生徒の育成 

○調査研究のテーマを設定した目的 

現在、生成 AI に代表される ICT の進歩が社会を加速度的に変化させ、グローバル化

や情報化が進み、予測困難な時代を迎えている。学習指導要領に「一人一人の生徒が、

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重

し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな社会を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となることができるようにする」とあるように、持続可能な共

生社会を担う人材を育てるためには、自己肯定感、人権尊重の精神と協働性の醸成が課

題となっている。 

 兵庫県では「人権教育基本方針」に基づき、「人権尊重の理念に対する理解を深

め、生命の尊厳を基盤に、自他に対する肯定的な態度と共生社会の実現に主体的に取り

組む実践力を育成する」ことを実践目標に掲げ、多様な価値観や今日的な人権課題の理

解促進に向けた指導方法の工夫・改善を実践事項とし、各校で人権教育の推進体制の確

立をめざしたカリキュラム・マネジメントに取り組んでいる。令和２年から３年以上続

いた新型コロナウイルス感染症によるマスク着用や学校行事の縮小、部活動等の制限を

受け、対面でのコミュニケーションに課題を抱えている生徒は少なくない。生活体験や

多様な人々との交流経験の乏しさはコロナ禍以前から指摘されているが、コロナ禍以前

にも増して、個別的な人権課題を人権ホームルームや講演会等の特別活動や学校行事に

留まらず各教科の年間指導計画に位置づけ、教育活動全体を通して取り組むことが求め

られている。 

研究指定校（以下、指定校と記載）は平成 14 年度に新しい学びをめざす単位制高等

学校として設立された。開校当初から探究活動を中心とした教育課程を編成し、校訓の

１つに「敬愛」を掲げ「自然を敬い、自他の命を尊重し、互いを愛し認め合う心の涵

養」を目標として、生徒の主体性や協働性を高める取組を実践している。また、人権教

育目標として県の実践目標に基づき「①社会の一員として調和のとれた人格の育成」

「②自ら考え、判断し、行動できる能力の育成」の２本の柱を掲げ、カリキュラムの軸

である探究活動を中心に主体性の育成に重点を据えた人権教育を展開している。さら

に、令和４年度からは持続可能な社会実現に主体的に取り組む生徒を育成するために、



探究活動の指導において SDGs の 17 の目標に沿って具体的なアクションプランを作成

し発表を行うなどサステナブルな社会の実現について考えさせる教育活動に取り組んで

いる。 

また、指定校では希望者対象にオーストラリア研修を実施し、事前・事後指導を含め

て国際感覚に優れ、自他の文化を尊重する心と積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度を育成するとともに、主体的に生きるための自覚を養う取組を行っている。こ

のことにより、海外交流を通して SDGs を含めた地球的規模の課題や世界の現状につい

て、生徒自身が、より自分事としてグローバル的視点から関心を持つ機会を提供してい

る。現代の日本社会では、グローバル化の進展にともない、様々な民族や国籍の人々が

増加している。このような状況においては、自他の文化や習慣、価値観を認め合い、共

に生きる心を育成する多文化共生教育の推進が必要である。 

令和５年度の生徒アンケートでは、「学校生活の中で負担に感じていることがある」

と答えた生徒が 53.1％と半数以上であり、その理由として人間関係と答えた生徒が

22.5%いた。さらに「自分のことを大切にして過ごすことができている」という質問に

「いいえ」と答えた生徒は 15.7%となっており、学習で培われる自己肯定感やコミュニ

ケーション能力に不安を抱えている生徒が一定数存在しており、加えて SNS による人

間関係のトラブルも発生している。 

このような課題に取り組むためには、生徒の自尊感情や自己肯定感を高め、共生の心

を育むための取組が必要であり、本調査研究では学校教育活動全体を通して、人権教育

の充実を図ると共に、SDGs に内包される人権理念の獲得をめざした探究活動と国際交

流を基盤としたカリキュラムおよび個々の人権課題への指導の工夫・改善を通して、自

己肯定感を高め人権意識が高揚し、持続可能な共生社会の実現に主体的に取り組む生徒

の育成を目的とした研究テーマを設定した。 

○調査研究の概要 

総合的な探究の時間における探究活動や教科学習、国際交流や特別活動等の学校教育

活動全体を通して「自他の生命や人権を尊重し、サステナビリティに根ざした共生社会

の実現に向け、豊かな人間関係を構築し、主体的に行動できる生徒を育成する」ことを

めざした。学習を展開する際には、体験的・協働的な活動を重視し、主体性とコミュニ

ケーション能力の向上を図り、振り返りや学習成果の発表機会を設け、地域への発信を

行った。さらに、文化多様性に気づかせ、共生社会をきずく一員としての自覚を深める

ために、発表機会を設け、全校生徒に成果を還元した。また、アンケートを複数回実施

し、ワークシートの分析を行うことで、生徒の意識変容等を検証した。また、授業を行

う際には、人権教育を通じて育てたい資質・能力の３側面についてそれぞれに評価を行

った。 

 



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

兵庫県立三田祥雲館高等学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

１８学級 

○児童生徒数 

７０６人（令和６年４月８日現在） 

○URL 

https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/shoun-hs/NC3/ 

○指定理由 

指定校は、開校当初から探究活動を通して、主体性や他者理解につながる協働的なグ

ループ活動等を行うとともに、学習した内容をまとめ、発信していくことで自己肯定感

を向上させる取組を続けており、兵庫県内でも先進的なカリキュラムを開発している。

指定校のグラデュエーションポリシー（育成をめざす資質・能力に関する方針）には

「自分を認め、相手を認める思いやりの心を育み、命を大切にし、人権を尊重する態度

を養う。」「科学的リテラシーと課題解決能力の向上をめざし、社会貢献できる人材を育

成する。」を掲げており、自他の生命や人権を尊重し、共生社会の実現に取り組む主体

的な生徒の育成をめざしている。 

指定校では、文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定を受け、探究活動を充

実させ、課題研究や自主研究の成果発表等を通して、生徒の主体性や協働性を一層高め

る取組を実践している。ふるさと貢献・活性化事業では、地域活性化のため三田市と連

携して科学教室の実施や近隣幼稚園、特別支援学校との交流を行い、さらに学校独自で

海外研修をはじめとする国際交流事業を実施するなど、多様な人との関わりの中で、

SDGs を基盤として生徒自身が自ら社会課題を発見し、主体的に解決できるようカリキ

ュラムを改善している。一方、対人コミュニケーションへの不安や自己肯定感の低い生

徒もいることが報告されており、さらなる指導方法の改善が課題となっていることか

ら、これまでの探究活動の取組を素地として、各人権課題を通して自他を尊重する態度

や共生社会の実現に主体的に取り組む生徒の育成を目的とする研究視点を加味したカリ

キュラム改善を行うことは、指定校における人権教育の発展につながると考えた。ま



た、探究学習の手法を用いての実践研究は、今後の域内の他校におけるカリキュラム開

発の上でも大変有益なものであると考える。 

 

 

 

 

  



3．取り組んだ人権課題について 

取り組んだ人権課題（該当するものに○印。複数選択可。うち、最も主要な人権課題

１つに◎をつけること。）※人権教育研究推進事業公募要領（別紙）「２．事業の内容」

を必ず確認すること。 

① 子供 ○ 

② 女性  

③ 高齢者  

④ 障害者 ○ 

⑤ 同和問題  

⑥ アイヌの人々  

⑦ 外国人 ◎ 

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨ 刑を終えて出所した人  

⑩ 犯罪被害者等  

⑪ インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫ 北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬ 性的指向、性自認  

⑭ その他（    ）  

 
 

 

  



4．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

本研究では、探究活動により SDGs の基底にある人権的視点を理解し、持続可能な共

生社会の実現に主体的に取り組む態度を育成することを目的とした。このため探究活動

で扱う人権課題は多岐にわたるが、指定校では特に教科学習で重点的に取り扱う「子

供」「障害者」「外国人」「インターネットによる人権侵害」のテーマについて、学校教

育活動全体で学習を進め、以下のような実践研究を行った。 

○実施方法 

年度当初に SDGｓや人権意識について生徒アンケートをし、実態把握を行った。そ

れをもとに、人権教育委員会（専門部４人、各年次団１人）、探究活動担当者会（専門

部８人、各年次団２人名）、国際交流委員会（担当３人、各年次団１人）を開き、年間

計画を策定した。SDGｓの実現に向けての社会課題については、総合的な探究の時間で

SDGｓの目標における人権について学習し、課題解決のアクションプランを作成して発

表を行った。また、図書室に人権ブースを設置し、多数の書籍を配架した人権教育に特

化したコーナーを設け、これまでに培った探究活動のプロセスを活用し、生徒が主体的

に個別の人権課題について知ったり、自身の考えと比較したり、考えを深めたりする学

習活動につなげた。さらに各人権課題については、以下のような方法で実施した。 

「子供」について 

近隣の学校園との交流を実施し、お互いを認め合い、共感する心を育むとともに、異

年齢や異校種における「子供」の人権に関わる課題を発見したり、協同的な課題解決に

資する活動を行ったりし、「子供」の人権課題について体験的に、実感を伴った理解を

深める機会とした。その際、事前・事後学習の充実を図り、共生社会実現のために自分

に何ができるのか考えさせた。 

「障害者」について 

１年次生の全生徒を対象とし、点訳や手話などを家庭科の授業で実施した。また、生

徒集会等や平素の学校生活を通して、お互いを認め合う態度を育成した。さらに、学校

設定科目及び特別活動において近隣の特別支援学校の生徒との交流の機会を設けたこと

で、共生社会に参画する態度を育む一助となった。また、全校生徒を対象に人権教育講

演会を実施し、共生社会の実現に向け、生徒自身の理解を深める機会とした。さらに、

探究活動の研究成果をもとに、三田市高校生議会に参加し、高齢者を含むノーマライゼ

ーションの在り方について提案し、社会モデルとしての市の在り方を高校生なりの視点

で市長に提言を行った。 

「外国人」について 



希望者を対象として夏季休業中に西オーストラリア研修を実施した。西オーストラリ

ア州立大学での語学研修、高校交流、SDGs インタビュー、世界遺産での歴史学習など

を通して、多様性を尊重しながらグローバル社会で生きていく考え方を育成することに

つながった。研修参加者には全校生徒や保護者の前で発表する機会を設ける。また、外

部講師を招いての多文化共生講座や日本文化学習会を開催し、多文化共生について理解

を深める。また、海外の高校生とのオンライン交流を行い、多文化共生を考える機会を

多く設定し、自他の人権を尊重する実践行動に結びつける一助とした。 

「インターネットによる人権侵害」について 

生徒会が令和２年度に作成したスマホ使用７か条の見直しとともに外部講師による

SNS 講演会の開催や公民科、情報科とも連携し、さらなる啓発を図った。 



○検証・評価・改善・普及 

 今年度の始めと終わり

（６月，１月）に、全校生

徒に対して人権意識調査を

行い、１４の項目について

アンケートを実施した。国

際交流（短期留学、海外研

修、オンライン交流など）

に参加した生徒に関して

は、外国人に関する項目に

ついて、比較的興味関心

は高かったが、本研究を

通して意識がより一層高

まった。特に交流事業を

通じて直接いろいろな人

と関われたことによっ

て、様々な考えや価値観

に触れる事ができ、それ

らを尊重する意識が強ま

ったと分析している。ア

ンケートでは、「外国人へ

の認識・理解を深めよう

としている」の設問にお

いてやや改善が見られ

た。 



 人権講演会では、パリパラリンピックに出場された車いす陸上競技選手の北浦氏に講

演していただき、パラスポーツを通じて障害者との共生について考えた。今までとは違

った視点で障害者問題を考えることができ、理解が深まった。また、各年次毎に人権講

演会を行った。テーマは各年次によって違いはあったが（１年次：LGBTQ に関する問

題、２年次：女性の社会参画、３年次：ハラスメント）、どの講演会でも『自分自身を

認め大切にする』という内容を入れてもらった。本校生徒は自己肯定感が低い生徒や、

自分自身に自信が持てない

生徒が見受けられるが、講

演会の感想を見てみると、

『ありのままの自分全てが

好きになれるようになりた

い』『他の人のことも自分

のことも大事にできる人に

なりたい』といった意見が

みられ、自尊感情の向上に

つながった。また、アンケ

ートにおいても「様々な価値観を尊重しようとする態度を身に着けている」の設問にお

いて意識の向上が見られた。 

インターネットやＳＮＳが普及している現在において、色々な情報を収集する事は容

易に行える。しかし、それらの情報は信憑性に欠けていたり、さまざまな危険が隠され

たりしている事を生徒自身が理解できるように取組を進めた。アンケートでは、「様々

な考えを持つ人々と暮らしていることを理解している」の設問において意識の向上が見

られた。今年度行った様々な事業を通じて、実際に自分自身が経験をしたり、当事者の

人々から直接話を聞いたりした活動が、生徒自身の意識の向上に大きな影響を与えたこ

とが伺えた。『百聞は一見に如かず』という言葉もあるように、今後も、生徒自身が実

際に体験する教育の実践を心がけていき、多種多様な人たちとの共生社会の実現に向け

た意識の向上を図り続けていく必要がある。 



5．人権教育にかかる年間計画 

 



6．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 

 

  



○関連資料 

【R6 人権 HR 指導案】 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



【ｵｰｽﾄﾗﾘｱ研修 報告用資料】 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



【人権講演会写真】 

 

 


